
特定患者様の外来処方オーダを初期区分「院内」に変更するには
保険都合等で外来患者様の処方オーダの初期区分を「院内」にしたい場合は以下の操作を行うことで、可能です。

患者アイコンを押して患者プロフィールを表示します。

プロフィール画面のうちの「薬剤関連情報」タブを選択します。

追加ボタンを押すと「院外処方情報登録」画面が表示されますので、「院外処方不可」にチェックをいれ、理由等を入力します。

この状態でOKを押すと

「院外情報不可」の設定になります。

この状態で処方オーダを起動すると初期区分が「院内」になります。

※この設定はすべての診療科で有効になります。


